
近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するために都市計画法等が改正されたことに伴い、「鹿児
島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」を改正し、令和４年４月１日から市街化調整
区域のうち災害リスクの高いエリアでは、条例２条７号の住宅等の開発行為・建築行為を禁止します。

⇒ 改正都市計画法施行令第２９条の９各号に掲げる区域のこと

都市計画法施行令第２９条の９ 確認方法

1号 災害危険区域（3号と同じ） 鹿児島県ホームページ

「砂防三法情報マップ」⇒
2号 地すべり防止区域

3号 急傾斜地崩壊危険区域

4号 土砂災害警戒区域
(土砂災害特別警戒区域を含む)

鹿児島県ホームページ

「土砂災害警戒区域等マップ」⇒
市ホームページ

「かごしまｉマップ」、「防災ガイドマップ」

（令和4年4月1日施行）
・土砂災害特別警戒区域等での
開発行為の原則禁止（市内全域）

・土砂災害特別警戒区域等からの
移転が可能（市街化調整区域のみ）

⇒ 条例２条７号の住宅など（連たん住宅、既存宅地）

詳しい内容については、
ホームページをご覧ください。
市ホームページ内「都計法条例改正」で検索、

または (二次元コード) ⇒

◎お問い合わせ先

鹿児島市 建設局 都市計画部
土地利用調整課

TEL：099-216-1383（直通）
FAX：099-216-1385

災害リスクの高いエリアでの
開発行為・建築行為が禁止

従来どおり
（変更なし）

（！注意！）５～７号の区域は、現在指定しておりません。

（二次元コード）

（二次元コード）

（令和3年11月発行）


